
●社会科 休業中の課題③について 

 

 

・提出の有無は平常点に影響しますので、必ず提出してください。 

 ⇒休校中の課題は全てまとめて、最初の「現代社会」の授業で提出とします 

 

・問題をノートもしくはルーズリーフに解いてください。 

   （前回の続きで OK） 

＜書き方＞ 

冒頭に（休校中課題③）と書き、その横に「組・番号・名前」を入れて、 

その下に問題の解答をしてください。 

 

・わからない問題は、教科書やスマートフォン等で調べて、解答してください。 

 

※休業中の課題①（4 月 7 日配布済み）についても、学校再開後の 

 最初の「現代社会」の授業で回収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各教科毎日コツコツ 

頑張ろう！ 

次回配信は 24 日（金）！ 



（休校中の課題③） 

A：次の各問いに答えなさい。 （１）～（１２）は教科書 P88,92.93 を参照！ 

 

（１）1948 年、国連総会で採択された、個人と国家が達成すべき人権保障の共通の 

 基準を示したものは何か。 

 

（２）1966 年に採択された、（１）をより具体化し、各国を法的に拘束するものは何か。 

 

（３）憲法で定められている、国民の三大義務をすべて答えよ。 

 

（４）日本でも問題となっている、人種的憎悪をあおる言動を何というか。 

 

（５）1992 年に制定され、これにより自衛隊が世界各地に派遣されることにも 

 つながった法律は何か。 

 

（６）「アジア太平洋地域」における日米の防衛協力を強化する方向に「再定義」 

 された、1996 年の宣言を何というか。 

 

（７）海賊行為の取り締まりを目的とする自衛隊の海外派遣を可能にした法律は 

 何であるか。 

 

（８）2001 年、アメリカで発生したテロ事件は何であるか。 

 

（９）（８）の後、アメリカが報復として「対テロ戦争」をしかけた国はどこか。 

 

（１０）アメリカの「対テロ戦争」に際し、日本が自衛艦をインド洋に出動させる 

 ことになった法律は何であるか。 

 

（１１）日本が外国から攻撃を受けた場合などの緊急事態に対処するための法制度を 

 何というか。 

 



（１２）自国が直接攻撃を受けなくとも、同盟国が攻撃された場合、自国の安全を 

 脅かすものとみなして、協力して防衛行動をとる権限を何というか。 

 

（１３）世界保健機関（WHO）は新型コロナウイルスによる肺炎を何と名付けたか。 

 

（１４）4 月 7 日に緊急事態宣言が出された 7 都道府県を答えよ。 

 

（１５）今年 1 月の箱根駅伝で総合優勝を果たした大学はどこか。 

 

 

 

B：次のテーマについて、150 字以上、200 字以内で述べよ。 

 …もちろん調べた内容などを書いてもらっても構いません！ 

 

◎「コンサートやライブでのチケットを転売することについて」 

・・・文の最後に文字数を記入しておいてください。 

 

 

 

 

休校中、少しでも 

いいのでニュースを 

しっかりチェックしておこう！ 

あとは 1 冊でもいいので、 

本を読もう！！ 


